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「ハイスティックの解釈、改正について」状況説明の補足 

 

状況 １ 

・アタッキングゾーンでバイオレーションが発生し、その後チームメートがニュートラル 

ゾーン、または ディフェンディングゾーンでパックを支配した場合、その後のフェイスオフ

はパックを支配した場所に最も近く違反したチームが有利にならないフェイスオフスポットで

行う。 

 

状況 ２ 

・ニュートラルゾーンでバイオレーションが発生し、その後ニュートラルゾーンでチームメート

がパックを支配した場合、その後のフェイスオフはパックを支配した場所に最も近く違反した

チームが有利にならないニュートラルゾーン フェイスオフスポットで行う。 

 

状況 ３ 

・ディフェンディングゾーンでバイオレーションが発生し、その後ニュートラルゾーンまたは 

アタッキングゾーンでチームメートが パックを支配した場合、その後のフェイスオフは 

パックを支配した場所に最も近い違反したチームのディフェンディングエンドのフェイスオフ

スポットで行う。 
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「国際アイスホッケー連盟改正新ルール延長ピリオドの施行について」修正 

 

８．レギュラー・ピリオド終了時に、ひとりまたは複数のプレイヤーが同時ではないペナルティを遂

行しており両チームの人数が 4対 4だった場合、延長ピリオドは 4対 4で始まり、これらのプレイ

ヤーがペナルティ・ベンチを出た場合は通常どおり 5対 4または 5対 5となる。最初のプレー中断

時に、4対 3または 3対 3のいずれか適切な状態に調整するものとする。 

  

状況１ 

 第 3ピリオド終了時に両チームが 4対 4で戦っていた。 

 Ａチームの選手には 19:00に 2分間のマイナーペナルテイが科せられており、Ｂチームの選手には

19:30に 2分間のマイナーペナルテイが科されていた。 

  

延長ピリオドは 3対 3で再開され、両者の反則の残り時間は時計に表示される。 

 延長ピリオド 1:00にＡチームの選手が氷上に戻り 5対 4となる。その後に試合の中断があれば、

その時点で 4対 3に調節する。1:30まで試合の中断がなければ、Ｂチームの選手が氷上に戻り 5対

5となる。その後の最初の試合中断時に 3対 3に調節する。 

 

延長ピリオド 1:00にＡチームの選手が氷上に戻り４対３となる。1:30まで試合の中断がなければ、

Ｂチームの選手が氷上に戻り４対４となる。その後の最初の試合中断時に 3対 3に調節する。 

 

 

状況２ 

第 3ピリオド終了時に両チームが 4対 4で戦っていた。 

Ａチーム及びＢチームの選手には、第 3ピリオド 19:00にマイナーペナルテイが科されていた。 

延長ピリオドは 3対 3で再開され、両者の反則の残り時間は時計に表示される。 

延長ピリオド 1分に両者は氷上に戻り 5対 5となる。最初の試合中断時に 3対 3に調整する。 

 

延長ピリオドは 3対 3で再開され、両者の反則の残り時間は時計に表示されない。 

延長ピリオド 1分に両者のペナルティータイムは、終了するが氷上に戻れるのは、試合が中断した

際にリンクに戻れる。次の試合開始は、3対 3で再開される。 

 


